
議
案
第
二
十
号

特
別
磯
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
鯛
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
特
別
戦
の
戟
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
鯛
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正

す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

平
成
元
年
三
月
十
日

三

朝

町

長

　

　

安

　

　

田

　

　

真

　

一

　

郎

平
成
元
年
夢
月
廿
捨
弐
日
原
寮
可
決

三
朝
町
後
金
級
長
安
井
由
符



三
新
町
条
例
欝

▲
ヽ

早

特
別
職
の
職
員
で
非
青
物
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
胡
す
る
桑
折
の
1
部
を
改

正
す
る
粂
例

特
別
徹
の
繊
貴
で
非
常
勤
の
も
の
の
朝
潮
及
び
費
用
弁
償
に
抑
す
る
粂
飼
(
唱
和
四
十
五
年
三
朝
町
東
胡
芳
三
号
)

の
1
群
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

別
表
盾
定
棄
東
灘
価
著
を
秦
員
の
項
及
び
遵
拳
管
理
葬
鼻
の
項
申
r
六
'
<
0
0
円
1
番
r
六
､
九
〇
〇
円
｣
に
t

r
五
､
一
〇
〇
円
｣
を
r
五
､
二
O
Q
R
L
に
改
め
､
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
-
政
令
で
定
め
た
滞
濃
磯
瀕
の
萎
員
そ

の
他
こ
れ
に
頼
す
る
構
或
員
の
項
及
び
桑
折
で
定
め
た
何
奴
機
蛸
の
拳
鼻
そ
の
他
こ
れ
に
載
す
る
構
成
員
の
項
中
r
四
､

四
〇
〇
円
｣
を
｢
四
㌧
　
五
〇
〇
円
｣
　
に
.
改
め
る
｡

何

　

期

こ
の
.
粂
桝
は
'
平
成
元
年
四
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡


